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(57)【要約】
【課題】同一のグループに属する一部のユーザの端末の
間でコンテンツの送受信をするときに、グループの状態
を適切に関連付けて、端末に表示させる。
【解決手段】情報処理装置を介して、ユーザが属するグ
ループの他のユーザの端末との間でコンテンツを送受信
する前記ユーザの端末における表示制御方法であって、
前記ユーザから前記グループに属する一部ユーザの選択
を受け付けたことに応じて、前記一部ユーザを送信元と
するコンテンツを、他のコンテンツと異なる表示態様で
画面に表示する第１のステップと、前記ユーザからの指
示を受け付けたことに応じて、前記一部ユーザの端末と
の間で個別に前記コンテンツを送受信する個別処理の起
動要求を、前記情報処理装置に送信する第２のステップ
と、前記個別処理が起動された旨の応答を受信したこと
に応じて、前記個別処理を実行する第３のステップと、
を有する、表示制御方法が提供される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置を介して、ユーザが属するグループの他のユーザの端末との間でコンテン
ツを送受信する前記ユーザの端末における表示制御方法であって、
　前記ユーザから前記グループに属する一部ユーザの選択を受け付けたことに応じて、前
記一部ユーザを送信元とするコンテンツを、他のコンテンツと異なる表示態様で画面に表
示する第１のステップと、
　前記ユーザからの指示を受け付けたことに応じて、前記一部ユーザの端末との間で個別
に前記コンテンツを送受信する個別処理の起動要求を、前記情報処理装置に送信する第２
のステップと、
　前記個別処理が起動された旨の応答を受信したことに応じて、前記個別処理を実行する
第３のステップと、を有する、表示制御方法。
【請求項２】
　前記第３のステップにおいて、前記端末は、前記個別処理が起動されるときに、前記第
１のステップで異なる表示態様で表示された前記コンテンツを、前記個別処理に引き継ぎ
、
　前記個別処理において送受信された前記コンテンツと、引き継がれた前記コンテンツと
を共に、前記画面に表示する第４のステップと、を有する、請求項１に記載の表示制御方
法。
【請求項３】
　前記端末は、所定の期間に、前記一部ユーザの端末から前記グループ宛てに送信された
コンテンツを、前記個別処理に引き継ぐことを特徴とする、請求項２に記載の表示制御方
法。
【請求項４】
　前記端末は、前記所定の期間に、該端末から送信された前記ユーザを送信元とするコン
テンツを、前記個別処理に引き継ぐ、ことを特徴とする請求項３に記載の表示制御方法。
【請求項５】
　前記第４のステップにおいて、前記端末は、引き継がれた前記コンテンツと、前記個別
処理で新たに送受信された前記コンテンツとを、異なる表示態様で前記画面に表示する、
ことを特徴とする、請求項２に記載の表示制御方法。
【請求項６】
　前記第４のステップにおいて、前記端末は、引き継いだ前記コンテンツと、前記個別処
理で新たに送受信されたコンテンツとを、同じ時系列で表示する、ことを特徴とする、請
求項２乃至５のいずれか一項に記載の表示制御方法。
【請求項７】
　前記第４のステップにおいて、前記端末は、引き継いだ前記コンテンツを第１の表示領
域に表示し、前記個別処理において送受信されたコンテンツを前記第１の表示領域と異な
る第２の表示領域に表示する、ことを特徴とする、請求項２乃至５のいずれか一項に記載
の表示制御方法。
【請求項８】
　前記個別処理の起動要求は、前記ユーザと前記一部ユーザとが属する新たなグループの
生成の要求である、ことを特徴とする、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の表示制御
方法。
【請求項９】
　前記個別処理の起動要求は、前記ユーザと前記一部ユーザとが属する既存のグループへ
の遷移の要求である、ことを特徴とする、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の表示制
御方法。
【請求項１０】
　前記個別処理の起動要求は、前記ユーザと前記一部ユーザとの間の１対１でのコンテン
ツの送受信処理の実行要求である、ことを特徴とする、請求項１乃至７のいずれか一項に



(3) JP 2017-158111 A 2017.9.7

10

20

30

40

50

記載の表示制御方法。
【請求項１１】
　前記第３のステップにおいて、前記端末は、前記コンテンツの送信先に前記一部ユーザ
を設定し、前記コンテンツの表示先に前記グループの表示領域を設定する、ことを特徴と
する、請求項１に記載の表示制御方法。
【請求項１２】
　情報処理装置を介して、ユーザが属するグループの他のユーザの端末との間でコンテン
ツを送受信する前記ユーザの端末で実行されるプログラムであって、
　前記ユーザから前記グループに属する一部ユーザの選択を受け付けたことに応じて、前
記一部ユーザを送信元とするコンテンツを、他のコンテンツと異なる表示態様で画面に表
示する第１のステップと、
　前記ユーザからの指示を受け付けたことに応じて、前記一部ユーザの端末との間で個別
に前記コンテンツを送受信する個別処理の起動要求を、前記情報処理装置に送信する第２
のステップと、
　前記個別処理が起動された旨の応答を受信したことに応じて、前記個別処理を実行する
第３のステップと、を端末に実行させるプログラム。
【請求項１３】
　情報処理装置を介して、ユーザが属するグループの他のユーザの端末との間でコンテン
ツを送受信する前記ユーザの端末であって、
　前記ユーザから前記グループに属する一部ユーザの選択を受け付けたことに応じて、前
記一部ユーザを送信元とするコンテンツを、他のコンテンツと異なる表示態様で画面に表
示する表示制御部と、
　前記ユーザからの指示を受け付けたことに応じて、前記一部ユーザの端末との間で個別
に前記コンテンツを送受信する個別処理の起動要求を、前記情報処理装置に送信する送信
部と、
　前記個別処理が起動された旨の応答を受信したことに応じて、前記個別処理を実行する
処理実行部と、を有する端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御方法、プログラム、及び端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）上で、複数のユーザが属するグループを形
成し、グループに属するユーザの端末間でメッセージやスタンプ等のコンテンツを共有す
ることが広く行われている。ＳＮＳを提供するサーバは、ユーザの端末からの指示を受け
て、ユーザの用途に応じて新たなグループを生成する。
【０００３】
　また、ユーザが複数のグループに属し、ユーザの端末が、同時に異なるグループ宛ての
コンテンツの送受信をすることが広く行われており、この場合の表示制御方法も提案され
ている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－９６０９７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来実施されている方法では、ユーザの端末は、同時に複数のグループ
宛てのコンテンツを送受信することが可能であるものの、第１のグループ内で送受信され
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たコンテンツ等を、第２のグループに引き継ぐことができなかった。
【０００６】
　第１のグループに属するユーザと、第２のグループに属するユーザとが重複する場合、
第２のグループでコンテンツ等を送受信するときに、第１のグループで送受信されたコン
テンツ等が、端末の画面に関連付けて表示されることが望ましい。
【０００７】
　本発明は、上記の課題に鑑みてされたものであって、同一のグループに属する一部のユ
ーザの端末の間でコンテンツの送受信をするときに、グループの状態を適切に関連付けて
、端末に表示させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一つの態様では、情報処理装置を介して、ユーザが属するグループの他のユーザの端末
との間でコンテンツを送受信する前記ユーザの端末における表示制御方法であって、前記
ユーザから前記グループに属する一部ユーザの選択を受け付けたことに応じて、前記一部
ユーザを送信元とするコンテンツを、他のコンテンツと異なる表示態様で画面に表示する
第１のステップと、前記ユーザからの指示を受け付けたことに応じて、前記一部ユーザの
端末との間で個別に前記コンテンツを送受信する個別処理の起動要求を、前記情報処理装
置に送信する第２のステップと、前記個別処理が起動された旨の応答を受信したことに応
じて、前記個別処理を実行する第３のステップと、を有する、表示制御方法が提供される
。
【発明の効果】
【０００９】
　同一のグループに属する一部のユーザの端末の間でコンテンツの送受信をするときに、
グループの状態を適切に関連付けて、端末に表示させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係るシステム構成の一例を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図（その１）である。
【図３Ａ】第１の実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図（その２）である。
【図３Ｂ】第１の実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図（その３）である。
【図４】第１の実施形態に係る端末の画面表示の一例を示す図（その１）である。
【図５】第１の実施形態に係る端末の画面表示の一例を示す図（その２）である。
【図６】第１の実施形態に係る端末の画面表示の一例を示す図（その３）である。
【図７】第１の実施形態に係る端末の画面表示の一例を示す図（その４）である。
【図８】第１の実施形態に係る情報処理装置のハードウエア構成の一例を示す図である。
【図９】第１の実施形態に係る端末のハードウエア構成の一例を示す図である。
【図１０】第１の実施形態に係る端末の機能構成の一例を示す図である。
【図１１】第１の実施形態に係るグループ管理テーブルの一例を示す図である。
【図１２】第１の実施形態に係るコンテンツ管理テーブルの一例を示す図である。
【図１３】第１の実施形態に係る情報処理装置の一例を示す図である。
【図１４】第１の実施形態に係る動作フローの一例を示す図である。
【図１５】第２の実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。
【図１６】第２の実施形態に係る端末の画面表示の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　［第１の実施形態］
　＜システム構成＞
　図１は、第１の実施形態に係る情報処理システム１のシステム構成を示す図である。情
報処理システム１は、情報処理装置１０と、端末２０とを有する。情報処理装置１０と端
末２０とはネットワーク２を介して接続される。ネットワーク２は、有線のネットワーク
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と、無線のネットワークとを含む。
【００１２】
　情報処理装置１０は、例えばサーバにより実現される。端末２０は、スマートフォン、
タブレット端末、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、携帯電話機、ゲーム用
コンソール、タッチパッド、電子書籍リーダ、又はウェアラブル端末等である。
【００１３】
　情報処理装置１０は、端末２０のユーザに、ＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　
Ｓｅｒｖｉｃｅ、ソーシャルネットワークサービス）を提供する。
【００１４】
　情報処理装置１０は、ＳＮＳのひとつのサービスとして、端末２０間でメッセージ、ス
タンプ、静止画、及び動画等のコンテンツの送受信を行うチャットサービスを提供する。
【００１５】
　情報処理装置１０は、端末２０からチャットサービス上のグループの生成要求を受け付
け、グループを生成する。情報処理装置１０は、ユーザが属するチャットサービスのグル
ープを管理する。情報処理装置１０は、端末２０からグループを宛先に設定されたコンテ
ンツを受信すると、グループに属するユーザの端末２０にコンテンツを送信する。
【００１６】
　情報処理装置１０は、端末２０から既存のグループの一部のユーザが属する新たなグル
ープの生成の要求を受け付け、新たなグループを生成する。新たなグループは、既存のグ
ループの一部の状態を引き継ぐ。詳細については、後述する。
【００１７】
　端末２０は、ＳＮＳのアプリケーションをインストールし、情報処理装置１０からＳＮ
Ｓの提供を受ける。端末２０は、情報処理装置１０を介して、端末２０間でコンテンツの
送受信を行う。
【００１８】
　端末２０は、コンテンツを端末２０のユーザを送信元として、情報処理装置１０に送信
する。また、端末２０は、他の端末２０からのコンテンツを、情報処理装置１０から受信
する。端末２０は、受信したコンテンツを端末２０の画面に表示する。
【００１９】
　端末２０は、ユーザからグループの生成の指示を受け付ける。グループの生成の指示に
は、グループに属するユーザを特定する情報を含む。端末２０は、グループの生成の指示
を受け付けたことに応じて、グループの生成要求を、情報処理装置１０に送信する。また
、端末２０は、ユーザから既存のグループの一部のユーザが属する新たなグループの生成
の指示を受け付け、新たなグループの生成要求を、情報処理装置１０に送信する。
【００２０】
　＜動作シーケンス＞
　（１）サブグループの生成
　図２を用いて、サブグループの生成に係る動作シーケンスを説明する。
【００２１】
　図２は、ユーザＡの端末２０Ａと、ユーザＢの端末２０Ｂと、ユーザＣの端末２０Ｃと
の間で、コンテンツが送受信される動作シーケンスを示している。ここで、ユーザＡと、
ユーザＢと、ユーザＣとは同一のチャットサービスのグループであるグループ＃１に属し
ているものとする。
【００２２】
　ステップＳ２０１で、端末２０Ａは、グループ＃１宛てのコンテンツを、情報処理装置
１０に送信する。
【００２３】
　ステップＳ２０２で、情報処理装置１０は、グループ＃１に属するユーザを特定する。
情報処理装置１０は、ユーザＡに加えて、ユーザＢ及びユーザＣがグループ＃１に属する
ことを特定する。
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【００２４】
　ステップＳ２０３で、情報処理装置１０は、ユーザＢの端末２０Ｂにコンテンツを送信
する。
【００２５】
　ステップＳ２０４で、情報処理装置１０は、同様に、ユーザＣの端末２０Ｃにコンテン
ツを送信する。
【００２６】
　ステップＳ２０５で、端末２０Ａは、ユーザＡから、グループ＃１に属する他のユーザ
の選択と、コンテンツの表示態様の変更指示を受け付ける。端末２０Ａは、ユーザＡから
の指示を受けて選択された他のユーザが送信元となっているコンテンツの表示態様を変更
して画面に表示する。例えば、ユーザＡからユーザＢの選択を受け付けた場合、端末２０
Ａは、ユーザＢが送信元となっているコンテンツをユーザＡから確認し易いように、ユー
ザＢ及び／又はユーザＣが送信元となっているコンテンツの表示態様を変更する。具体的
な、表示態様が変更された場合の画面表示の例については、後述する。
【００２７】
　次に、端末２０ＡがユーザＡから、グループ＃１に属するユーザであるユーザＢとの間
で新たなグループを生成する動作手順について説明する。ここでは、グループに属する一
部のユーザが属する新たに生成されるグループをサブグループと呼ぶ。サブグループは、
サブグループの基となるグループの一部の状態を引き継ぐ。
【００２８】
　ユーザＡが、他のユーザが送信元となっているコンテンツの表示態様を確認後に、端末
２０Ａが、ユーザＡからグループ＃１の一部ユーザとの間で個別にコンテンツの送受信を
開始する指示を受け付けたことに応じて、ステップＳ２０６以降の処理が開始される。
【００２９】
　ステップＳ２０６で、端末２０ＡはユーザＡからサブグループの生成の指示を受け付け
る。サブグループの生成の指示には、サブグループに属するユーザの選択を含む。グルー
プＡからサブグループを生成する場合、ユーザＡは、ユーザＢ、又はユーザＣをサブグル
ープに属するユーザとして選択可能である。
【００３０】
　また、サブグループの生成の指示には、サブグループの基となるグループから引き継ぐ
状態を特定する情報を含む。
【００３１】
　引き継ぐ状態とは、サブグループの基となるグループで送受信されたコンテンツ、及び
コンテンツが他のユーザに閲覧されたかを示す閲覧状態（未読、既読）等である。引き継
ぐ状態を特定する情報には、サブグループに引き継がれるコンテンツを特定する情報を含
む。端末２０は、コンテンツの送信元や、コンテンツが送受信された期間の指定を受け、
サブグループに引き継ぐべきコンテンツとその閲覧状態とを特定してもよい。
【００３２】
　サブグループの生成の指示には、サブグループの名称、及び引き継ぐコンテンツの引き
継ぎ先での表示態様を特定する情報等を含んでもよい。
【００３３】
　ここでは、端末２０Ａが、サブグループに属するユーザとしてユーザＢを選択する指示
を、ユーザＡから受け付けたものとする。また、端末２０Ａが、引き継ぐ状態として、過
去１か月分のユーザＡ及びユーザＢが送信元として設定されているコンテンツとそのコン
テンツの閲覧状態とする指定を、ユーザＡから受け付けたものとする。端末２０Ａが、ユ
ーザＡから、サブグループの名称として、「サブグループ＃２」とする指示を受け付けた
ものとする。端末２０Ａは、ステップＳ２０５で、確認され易いように異なる表示態様で
表示された、ユーザＢが送信元として設定されているコンテンツ等についてのみ引き継ぐ
状態としてもよい。
【００３４】
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　ステップＳ２０７で、端末２０Ａは、サブグループ＃２の生成要求を送信する。生成要
求にはサブグループに属するユーザ識別子、引き継ぐ状態を特定する情報、及びサブグル
ープの名称が含まれるものとする。
【００３５】
　ステップＳ２０８で、情報処理装置１０は、サブグループ＃２の生成要求を受信したこ
とに応じて、サブグループ＃２に属するユーザとして選択されているユーザＢの端末２０
Ｂにサブグループ＃２に属することの可否を問い合わせる。
【００３６】
　ステップＳ２０９で、端末２０Ｂは、ユーザＢからサブグループ＃２に属する旨の指示
を受け付ける。
【００３７】
　ステップＳ２１０で、端末２０Ｂは、サブグループ＃２に属することを了承した旨の通
知を、情報処理装置１０に送信する。
【００３８】
　ステップＳ２１１で、情報処理装置１０は、ユーザＡとユーザＢとが属するサブグルー
プ＃２を生成する。生成されたサブグループ＃２には、過去１か月分のユーザＡ及びユー
ザＢが送信元となっているコンテンツとそのコンテンツの閲覧状態が含まれる。
【００３９】
　ステップＳ２１２で、情報処理装置１０は、端末２０Ａにサブグループ＃２の生成が完
了した旨を通知する。
【００４０】
　生成されたサブグループ＃２には、過去１か月分のユーザＡ及びユーザＢが送信元とな
っているコンテンツ等が含まれるため、ユーザＡが、端末２０Ａで、チャットサービスを
起動し、サブグループを選択した場合、端末２０Ａの画面に、ユーザＡ及びユーザＢが送
信元として設定されているグループ＃１のコンテンツが表示される。端末２０Ａが、ユー
ザＡから画面に表示されているコンテンツの表示期間の変更の指示を受け付けた場合、過
去１か月分のユーザＡ及びユーザＢが送信元となっているグループ＃１のコンテンツとそ
の閲覧状態を画面に表示させることができる。ユーザＢが端末２０Ｂでサブグループ＃２
を選択した場合でも、端末２０Ｂは端末２０Ａと同様の表示をさせることが可能である。
【００４１】
　ステップＳ２１３で、端末２０Ａは、サブグループ＃２を宛先として、情報処理装置１
０にコンテンツを送信する。
【００４２】
　ステップＳ２１４で、端末２０Ａは、端末２０Ａの画面のサブグループ＃２の表示領域
に、ステップＳ２１３で送信したコンテンツを表示する。ここで、端末２０Ａは、ステッ
プＳ２１３で送信されたコンテンツを、グループ＃１から引き継がれたコンテンツに後続
するコンテンツとして表示してもよい。また、端末２０Ａは、端末２０Ｂから受信したコ
ンテンツを、グループ＃１から引き継がれたコンテンツに後続するコンテンツとして表示
してもよい。
【００４３】
　ステップＳ２１５で、情報処理装置１０は、サブグループ＃２に属するユーザがユーザ
ＡとユーザＢであることを特定する。
【００４４】
　ステップＳ２１６で、情報処理装置１０は、ユーザＢの端末２０Ｂに、端末２０Ａから
のコンテンツを送信する。
【００４５】
　ステップＳ２１７で、端末２０Ｂは、端末２０Ｂの画面のサブグループ＃２の表示領域
に、受信したコンテンツを表示する。端末２０Ａと同様に、端末２０Ｂは、ステップＳ２
１７で受信したコンテンツを、グループ＃１から引き継がれたコンテンツに後続するコン
テンツとして表示してもよい。
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【００４６】
　なお、上述した実施形態では２人のユーザがサブグループに属する場合について説明し
たが、３人以上のユーザがサブグループに属する場合でも同様の手順を適用することが可
能である。
【００４７】
　また、上述した実施形態では、情報処理装置１０が、グループからサブグループへのコ
ンテンツの引き継ぎを行っているが、端末２０が、ユーザに指定されたコンテンツをサブ
グループに引き継ぐ処理を行ってもよい。送信されてから所定の期間が経過したコンテン
ツは、情報処理装置１０から削除される場合があるためである。
【００４８】
　（２）既存のグループへの状態の引き継ぎ
　上述した実施形態では、端末２０からサブグループの生成要求を受けて、情報処理装置
１０によりサブグループが生成され、グループの状態がサブグループに引き継がれる手順
について説明したが、グループの状態を、他のグループに引き継ぐことも可能である。以
下に、他のグループに状態を引き継ぐ場合の動作手順について説明する。
【００４９】
　図３Ａは、既存のグループに状態を引き継ぐ場合の動作シーケンスを示す図である。図
２と同様に、ユーザＡの端末２０Ａと、ユーザＢの端末２０Ｂと、ユーザＣの端末２０Ｃ
との間で、コンテンツが送受信される動作シーケンスを示している。ここで、ユーザＡと
、ユーザＢと、ユーザＣとは同一のチャットサービスのグループであるグループ＃１に属
しているものとする。また、ユーザＡと、ユーザＢとは、チャットサービスのグループで
あるグループ＃２に同時に属しているものとする。
【００５０】
　ステップＳ３０１乃至ステップＳ３０５の手順については、ステップＳ２０１乃至ステ
ップＳ２０５と同様のため説明を省略する。
【００５１】
　ステップＳ３０６で、端末２０Ａは、ユーザＡからグループ＃１の状態をグループ＃２
に引き継ぐ指示を受け付ける。
【００５２】
　引き継ぐ指示には、引き継ぎ元のグループから引き継ぐ状態を特定する情報を含む。
【００５３】
　引き継ぐ状態とは、引き継ぎ元のグループで送受信されたコンテンツ、及びコンテンツ
の閲覧状態（未読、既読）等である。引き継ぐ状態を特定する情報には、引き継ぎ先のグ
ループに引き継がれるコンテンツを特定する情報を含む。端末２０は、コンテンツの送信
元や、コンテンツが送受信された期間の指定を受け、引き継ぎ先のグループに引き継ぐべ
きコンテンツとその閲覧状態とを特定してもよい。また、引き継ぐ指示には、引き継ぎ先
のグループにおける、引き継がれたコンテンツの表示態様に関する指示を含んでもよい。
【００５４】
　ここでは、端末２０Ａは、グループ＃１からグループ＃２に引き継ぐ状態として、過去
１か月分のユーザＡ及びユーザＢが送信元として設定されているコンテンツとそのコンテ
ンツの閲覧状態とする指定を、ユーザＡから受け付けたものとする。端末２０Ａは、ステ
ップＳ３０５で、確認され易いように異なる表示態様で表示された、ユーザＢが送信元と
して設定されているコンテンツ等についてのみ引き継ぐ状態としてもよい。
【００５５】
　ステップＳ３０７で、端末２０Ａは、グループの状態の引き継ぎ要求を、情報処理装置
１０に送信する。引き継ぎ要求には、引き継ぎ元のグループ識別子、引き継ぎ先のグルー
プ識別子、及び引き継ぐ状態を特定する情報等を含む。
【００５６】
　つまり、端末２０Ａは、グループ＃１からグループ＃２への遷移要求を情報処理装置１
０に送信し、遷移要求は、引き継ぐ状態を特定する状態を含んでいる。
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【００５７】
　ステップＳ３０８で、情報処理装置１０は、グループの状態の引き継ぎ要求を受信した
ことに応じて、引き継ぎ先のグループに属するユーザＢの端末２０Ｂに、グループ＃１の
状態をグループ＃２に引き継ぐことの可否を問い合わせる。
【００５８】
　ステップＳ３０９で、端末２０Ｂは、ユーザＢからグループ＃１の状態をグループ＃２
に引き継ぐことを了承する旨の入力を受け付ける。
【００５９】
　ステップＳ３１０で、端末２０Ｂは、グループの状態の引き継ぎを了承した旨の通知を
、情報処理装置１０に送信する。
【００６０】
　ステップＳ３１１で、情報処理装置１０は、グループ＃１の状態をグループ＃２に引き
継ぐ処理を実行する。処理の結果、情報処理装置１０は、過去１か月分のユーザＡ及びユ
ーザＢが送信元となっているグループ＃１内のコンテンツとそのコンテンツの閲覧状態を
、グループ＃２内のコンテンツ等として管理する。
【００６１】
　ステップＳ３１２で、情報処理装置１０は、端末２０Ａに引き継ぎの処理が完了した旨
を通知する。
【００６２】
　引き継ぎの処理が実行された後、グループ＃２には、グループ＃１内で送受信されたコ
ンテンツが含まれることになる。具体的には、グループ＃１内で送受信された過去１か月
分のユーザＡ及びユーザＢが送信元となっているコンテンツ等が含まれることになる。
【００６３】
　このため、ユーザＡが、端末２０Ａで、チャットサービスを起動し、グループ＃２を選
択した場合、端末２０Ａの画面に、グループ＃１から引き継がれたコンテンツ等も端末２
０Ａの画面に表示される。ユーザＢが端末２０Ｂでグループ＃２を選択した場合でも、端
末２０Ｂは、端末２０Ａと同様の表示をさせることが可能である。表示方法については、
後述する。
【００６４】
　ステップＳ３１３で、端末２０Ａは、グループ＃２を宛先として、情報処理装置１０に
コンテンツを送信する。
【００６５】
　ステップＳ３１４で、端末２０Ａは、端末２０Ａの画面のグループ＃２の表示領域に、
グループ＃１から引き継がれたコンテンツと共に、ステップＳ３１３で送信したコンテン
ツを表示する。
【００６６】
　ステップＳ３１５で、情報処理装置１０は、グループ＃２に属するユーザがユーザＡと
ユーザＢであることを特定する。
【００６７】
　ステップＳ３１６で、情報処理装置１０は、ユーザＢの端末２０Ｂに、端末２０Ａから
のコンテンツを送信する。
【００６８】
　ステップＳ３１７で、端末２０Ｂは、端末２０Ｂの画面のグループ＃２の表示領域に、
受信したコンテンツを表示する。端末２０Ａと同様に、端末２０Ｂは、グループ＃１から
引き継がれたコンテンツと共に、ステップＳ３１７で受信したコンテンツを表示してもよ
い。
【００６９】
　上述した実施形態では、情報処理装置１０が、グループ＃１からグループ＃２へのコン
テンツの引き継ぎを行っているが、端末２０が、ユーザに指定されたコンテンツをグルー
プ＃２に引き継ぐ処理を行ってもよい。送信されてから所定の期間が経過したコンテンツ
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は、情報処理装置１０から削除される場合があるためである。
【００７０】
　（３）１対１トークモードへの状態の引き継ぎ
　上述した実施形態では、グループへの状態の引き継ぎを行う形態について説明したが、
グループに含まれる他のユーザとの間で、１対１でコンテンツの送受信を行うモードであ
る「１対１トークモード」に状態の引き継ぎを行うことも可能である。以下に、１対１ト
ークモードに状態を引き継ぐ場合の動作手順について説明する。
【００７１】
　図３Ｂは、１対１トークモードに状態を引き継ぐ場合の動作シーケンスを示している。
図３Ａと同様に、ユーザＡの端末２０Ａと、ユーザＢの端末２０Ｂと、ユーザＣの端末２
０Ｃとの間で、コンテンツが送受信される動作シーケンスを示している。ここで、ユーザ
Ａと、ユーザＢと、ユーザＣとは同一のチャットサービスのグループであるグループ＃１
に属しているものとする。
【００７２】
　ステップＳ３５１乃至ステップＳ３５５については、ステップＳ３０１乃至ステップＳ
３０５と同じであるため、説明を省略する。
【００７３】
　ステップＳ３５６で、端末２０Ａは、ユーザＡからグループ＃１の状態を、ユーザＡと
ユーザＢの間での１対１トークモードに引き継ぐ指示を受け付ける。引き継ぐ状態の指定
については、ステップＳ３０６と同様である。
【００７４】
　ステップＳ３５７で、端末２０Ａは、グループの状態の１対１トークモードへの引き継
ぎ要求を、情報処理装置１０に送信する。引き継ぎ要求には、引き継ぎ元のグループ識別
子、ユーザＢの識別子、及び引き継ぐ状態を特定する情報等を含む。
【００７５】
　ステップＳ３５８で、情報処理装置１０は、グループの状態の引き継ぎ要求を受信した
ことに応じて、ユーザＢの端末２０Ｂに、グループ＃１の状態をユーザＡとの１対１トー
クモードに引き継ぐことの可否を問い合わせる。
【００７６】
　ステップＳ３５９で、端末２０Ｂは、ユーザＢからグループ＃１の状態をユーザＡとの
１対１トークモードに引き継ぐことを了承する旨の入力を受け付ける。
【００７７】
　ステップＳ３６０で、端末２０Ｂは、グループの状態の引き継ぎを了承した旨の通知を
、情報処理装置１０に送信する。
【００７８】
　ステップＳ３６１で、情報処理装置１０は、グループ＃１の状態を、ユーザＡとユーザ
Ｂとの１対１トークモードに引き継ぐ処理を実行する。処理の結果、情報処理装置１０は
、指定された期間、ユーザＡ及びユーザＢが送信元となっているグループ＃１内のコンテ
ンツとそのコンテンツの閲覧状態を、ユーザＡとユーザＢとの１対１トークモードのコン
テンツ等として管理する。ここでは、過去１か月分のコンテンツ等が引き継がれたものと
する。
【００７９】
　ステップＳ３６２で、情報処理装置１０は、端末２０Ａに引き継ぎの処理が完了した旨
を通知する。引き継ぎ処理が完了すると、引き継がれた状態が、１対１トークモードに遷
移する。
【００８０】
　引き継ぎの処理が実行された後、ユーザＡとユーザＢの１対１トークモードには、グル
ープ＃１内で送受信されたコンテンツが含まれることになる。具体的には、グループ＃１
内で送受信された過去１か月分のユーザＡ及びユーザＢが送信元となっているコンテンツ
等が含まれることになる。
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【００８１】
　このため、ユーザＡが、端末２０Ａで、チャットサービスを起動し、ユーザＢとの１対
１トークモードを選択した場合、端末２０Ａの画面に、グループ＃１から引き継がれたコ
ンテンツ等も端末２０Ａの画面に表示される。ユーザＢが端末２０ＢでユーザＡとの１対
１トークモードを選択した場合でも、端末２０Ｂは、端末２０Ａと同様の表示をさせるこ
とが可能である。
【００８２】
　ステップＳ３６３で、端末２０Ａは、ユーザＢを宛先として、情報処理装置１０にコン
テンツを送信する。
【００８３】
　ステップＳ３６４で、端末２０Ａは、端末２０Ａの画面のユーザＢとの１対１トークモ
ードの表示領域に、グループ＃１から引き継がれたコンテンツと共に、ステップＳ３６３
で送信したコンテンツを表示する。
【００８４】
　ステップＳ３６５で、情報処理装置１０は、コンテンツの宛先をユーザＢと特定する。
【００８５】
　ステップＳ３６６で、情報処理装置１０は、ユーザＢの端末２０Ｂに、端末２０Ａから
のコンテンツを送信する。
【００８６】
　ステップＳ３６７で、端末２０Ｂは、端末２０Ｂの画面のユーザＡとの１対１トークモ
ードの表示領域に、受信したコンテンツを表示する。端末２０Ａと同様に、端末２０Ｂは
、グループ＃１から引き継がれたコンテンツと共に、ステップＳ３６７で受信したコンテ
ンツを表示してもよい。
【００８７】
　＜画面表示例＞
　（１）サブグループの生成
　図４及び図５を用いて、サブグループの生成に係る端末２０Ａの画面の表示について説
明する。
【００８８】
　図４の（Ａ）は、ステップＳ２０５における端末２０Ａの画面の表示の一例を示す図で
ある。画面の左側に他のユーザが送信元となっているコンテンツであるメッセージ３１（
３１Ｂ／３１Ｃ）が、他のユーザを示すアイコン３０（３０Ｂ／３０Ｃ）と共に表示され
る。ここで、アイコン３０Ｂと共に表示されているメッセージ３１Ｂは、ユーザＢを送信
元とするメッセージであり、アイコン３０Ｃと共に表示されているメッセージ３１Ｃは、
ユーザＣを送信元とするメッセージである。また、画面の右側にユーザＡの送信元となっ
ているメッセージ３１Ａが表示される。各メッセージは、メッセージの送受信時刻や他の
ユーザによる閲覧状態を示す情報（「既読」の表示）等の状態３２と共に表示される。
【００８９】
　ステップＳ２０５において、端末２０Ａは、ユーザＡからの指示を受けて他のユーザに
より送信されたコンテンツの表示態様を変更する。図４の（Ａ）は、端末２０Ａがユーザ
Ａからの指示を受けて、ユーザＢからのメッセージ３１Ｂを強調された表示態様で表示し
、ユーザＣからのメッセージ３１Ｃをグレーアウトされた表示形態で表示する様子を示し
ている。これにより、ユーザＡは、ユーザＢからのメッセージを容易に確認することがで
きる。
【００９０】
　図４の（Ａ）の例では、ユーザＣからのメッセージ３１Ｃの表示態様をグレーアウトし
ていたが、ユーザＣからのメッセージ３１Ｃを非表示としてもよい。また、ユーザＣから
のメッセージ３１Ｃがグレイアウトや非表示となっている場合、ユーザＢからのメッセー
ジ３１Ｂを通常の表示態様としてもよい。
【００９１】



(12) JP 2017-158111 A 2017.9.7

10

20

30

40

50

　ユーザＣからのメッセージ３１Ｃの表示態様を変更することに加えて、端末２０Ａは、
ユーザＡのメッセージ３１Ａの表示形態をグレーアウトや非表示とすることにより、ユー
ザＢからのメッセージ３１Ｂにより注目が集まるように画面の表示を変更してもよい。
【００９２】
　端末２０Ａは、ユーザＢからのメッセージ３１Ｂにより注目が集まるように、メッセー
ジ３１Ｂをハイライトして表示してもよい。
【００９３】
　端末２０Ａは、ユーザＡのメッセージ３１Ａの一部を非表示にする場合において、ユー
ザＢのメッセージ３１Ｂへの応答を確認するため、メッセージ３１Ｂから所定の個数以内
のユーザＡのメッセージ３１Ａを、画面に表示してもよい。
【００９４】
　図４の（Ｂ）乃至（Ｅ）、図５の（Ａ）及（Ｂ）は、ステップＳ２０６における端末２
０Ａの画面の表示の一例を示す図である。
【００９５】
　端末２０Ａは、既存のグループ（グループＡ）を用いてチャットサービスを実行中に、
ユーザＡから所定の操作を受け付けたことに応じて、サブグループを生成する処理を開始
する。
【００９６】
　図４の（Ｂ）は、図４の（Ａ）の画面を表示しているときに、端末２０Ａが、ユーザＡ
から所定の操作を受け付けた時の画面を示している。端末２０Ａは、所定の操作を受け付
けたことに応じて、サブグループを生成するか否かをユーザに確認するメッセージである
「特定のユーザと個別トークを開始するか？（４０）」を画面に表示する。Ｙｅｓ４１が
選択された場合、端末２０Ａは、図４の（Ｃ）の画面を表示する。Ｎｏ４２が選択された
場合、サブグループの生成に関する処理を終了する。
【００９７】
　図４の（Ｃ）は、端末２０Ａがサブグループに属する他のユーザの選択を、ユーザＡか
ら受け付ける画面である。端末２０Ａは、サブグループに属するユーザの選択を促すメッ
セージである「個別トークを開始するユーザを選択して下さい（４３）」を、グループＡ
に属するユーザのリスト４４と共に表示する。端末２０ＡのユーザＡはグループに属する
ことになるため、端末２０Ａは、グループＡに属する他のユーザであるユーザＢ、及びユ
ーザＣを選択可能な状態で表示する。端末２０Ａは、ユーザのリスト４４の選択欄４５が
選択され、メンバ選択完了ボタン４６の選択を受け付けると、図４の（Ｄ）の画面を表示
する。
【００９８】
　図４の（Ｄ）は、端末２０Ａがサブグループに引き継ぐコンテンツの選択を、ユーザＡ
から受け付ける画面である。端末２０Ａは、コンテンツの選択を促すメッセージである「
引き継ぐコンテンツを選択して下さい（４７）」をコンテンツ指定テーブル４８と共に表
示する。端末２０Ａは、「コンテンツの送信元ユーザ（４９）」、「コンテンツ種別（５
０）」、及び「閲覧状態（５１）」等の指定を、ユーザから受け付け、引き継ぐコンテン
ツを特定することが可能である。図４の（Ｃ）の例では、ユーザＡは、引き継ぐコンテン
ツ種別として、メッセージ、スタンプ、写真、及び動画の指定が可能である。また、図４
の（Ｄ）の例では、ユーザＡは、引き継ぐコンテンツの閲覧状態として、「未読のみ」又
は「全て」のいずれかを指定することができる。「未読のみ」が選択された場合は、選択
されたコンテンツ種別のコンテンツの中で、サブグループに属する他のユーザに閲覧され
てないコンテンツがサブグループに引き継がれる。
【００９９】
　図４の（Ｄ）では、グループＡに属する全てのユーザ（ユーザＡ、ユーザＢ、ユーザＣ
）が送信元のコンテンツを選択可能であるが、新たに生成されるサブグループに属するユ
ーザのコンテンツのみを選択可能なように表示してもよい。サブグループに属するユーザ
のコンテンツ、例えばユーザＡ及び／又やユーザＢのみが選択された方が、ユーザは、端
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末２０上でサブグループに属するユーザ間で送受信されたコンテンツを、時系列に沿って
確認し易いというメリットがある。
【０１００】
　ユーザに引き継ぐコンテンツ種別を選択させることにより、ユーザは用途に応じて引き
継ぐコンテンツの種類を選択することができる。例えば、コンテンツ種別としてメッセー
ジが選択された場合、ユーザは、引き継ぎ前のグループにおける議論内容を確認すること
が可能である。また、例えば、コンテンツ種別として写真が選択された場合、ユーザは、
引き継ぎ前のグループ宛てに送信された写真をまとめて確認することが可能である。
【０１０１】
　端末２０Ａは、コンテンツ指定テーブル４８の選択欄４５が選択され、コンテンツ選択
完了ボタン９５の選択を受け付けると、図４の（Ｅ）の画面を表示する。
【０１０２】
　図４の（Ｅ）は、端末２０Ａがコンテンツを引き継ぐ期間の指定を、ユーザＡから受け
付ける画面である。端末２０Ａは、コンテンツを引き継ぐ期間の指定を促すメッセージで
ある「引き継ぐ期間を選択して下さい（５２）」を、期間選択テーブル５３と共に表示す
る。
【０１０３】
　期間選択テーブル５３には、期間（１週間、１か月）の選択欄４５、及び期間の直接指
定欄５４が設けられている。端末２０Ａは、期間選択テーブル５３の選択欄４５の選択又
は、直接指定欄５４に期間の入力がされ、期間指定完了ボタン５５の選択を受け付けると
、図５の（Ａ）の画面を表示する。
【０１０４】
　図５の（Ａ）は、端末２０Ａがサブグループの名称の設定を、ユーザＡから受け付ける
画面である。端末２０Ａは、サブグループの名称の設定を促すメッセージである「個別ト
ークのグループ名を設定して下さい（５６）」を、名称の入力欄５７と共に表示する。
【０１０５】
　端末２０Ａは、サブグループ名の入力を受け付け、完了ボタン５８の選択を受け付ける
と、図５の（Ｂ）の画面を表示する。
【０１０６】
　図５の（Ｂ）は、端末２０Ａがグループからサブグループに引き継いだコンテンツの表
示態様の指定を、ユーザＡから受け付ける画面である。端末２０Ａ，は、引き継いだコン
テンツの表示態様の決定を促すメッセージである「引き継いだコンテンツの表示態様を選
択して下さい（５９）」を、表示態様選択テーブル６０と共に表示する。
【０１０７】
　端末２０Ａは、引き継いだコンテンツの表示態様の選択を受け付け、完了ボタン６１の
選択を受け付けると、ステップＳ２０７のサブグループ＃２の生成要求を、情報処理装置
１０に送信する。
【０１０８】
　図５の（Ｃ）は、ステップＳ２１４における、端末２０Ａの画面の表示の一例を示す図
である。端末２０Ａの画面には、サブグループ＃２に含まれるコンテンツが、コンテンツ
の状態を示す情報と共に表示される。ここで、コンテンツの状態を示す情報とは、コンテ
ンツの送受信日時、及びコンテンツが他のユーザの閲覧状態を示す情報（既読表示）であ
る。
【０１０９】
　図５の（Ｃ）では、グループ＃１からサブグループ＃２に引き継がれたコンテンツ６２
は、サブグループ＃２で新たに生成されたコンテンツ８０と異なる表示態様で表示される
様子を示している。
【０１１０】
　引き継がれたコンテンツの状態を示す情報６３は、グループ＃１におけるコンテンツが
送受信された時刻と、他のユーザの閲覧状態を示す情報とが表示されている。
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【０１１１】
　新たに生成されたコンテンツ８０のコンテンツの状態を示す情報８１は、新たに生成さ
れたコンテンツ８０が、端末２０Ａから送信された時刻と、サブグループの他のユーザの
閲覧状態とを示している。
【０１１２】
　（２）既存のグループへの状態の引き継ぎ
　次に、図６及び図７を用いて、既存のグループへの状態の引き継ぎに係る端末２０Ａの
画面の表示について説明する。サブグループの生成の画面の表示と共通する部分について
は、図４及び図５を適宜参照する。
【０１１３】
　ステップＳ３０５において、端末２０Ａは、ユーザＡからの指示を受けたことに応じて
、ユーザＡからの指示を受けて、ステップＳ２０５と同様に、他のユーザにより送信され
たコンテンツの表示態様を変更する。端末２０Ａは、例えば、図４の（Ａ）の画面を表示
する。
【０１１４】
　ステップＳ３０６において、コンテンツの表示態様が変更されて表示されているときに
、ユーザＡから所定の操作を受け付けたことに応じて、端末２０Ａは、既存のグループへ
の状態の引き継ぎに関する処理を開始する。
【０１１５】
　端末２０Ａは、図４の（Ｂ）及び図４の（Ｃ）を画面に表示させ、ユーザＡに他のユー
ザの選択を促す。ユーザＡにより選択された他のユーザとの間で、既存のグループが存在
する場合、端末２０Ａは、図６の（Ａ）の画面を表示する。
【０１１６】
　図６の（Ａ）は、端末２０Ａが新たなグループを生成するか、既存のグループを使用す
るか、又は１対１トークモードを使用するかの選択を、ユーザＡに促す画面である。
【０１１７】
　端末２０Ａは、新たなグループを生成するか否かの選択を促すメッセージである「新た
なグループを生成しますか？（６３）」を、選択肢６４と共に表示する。
【０１１８】
　「新たなグループを生成」に対応する選択欄４５が選択され、選択ボタン６５が、ユー
ザＡに選択された場合、端末２０Ａは、新たなグループを生成する。この場合、端末２０
Ａは、サブグループの生成の処理を開始する。
【０１１９】
　「既存のグループを使用」に対応する選択欄４５が選択され、選択ボタン６５が、ユー
ザＡに選択された場合、端末２０Ａは、既存のグループへの引き継ぎの処理を実行する。
この場合、端末２０Ａは、図６の（Ｂ）の画面を表示する。
【０１２０】
　また、「１対１トークモードを使用」に対応する選択欄４５が選択され、選択ボタン６
５が、ユーザＡに選択された場合、端末２０Ａは、１対１トークモードへの引き継ぎ処理
を実行する画面を表示する（後述）。なお、「１対１トークモードを使用」の表示及び選
択欄については、一人の他のユーザが選択された場合に表示される。
【０１２１】
　図６の（Ｂ）は、端末２０Ａが、選択された他のユーザとの既存のグループを用いるか
否かを、ユーザＡに確認するための画面である。端末２０Ａは、メッセージ「グループ＃
２を使用してよろしいですか？（６６）」を画面に表示する。Ｙｅｓ６７が選択された場
合、端末２０Ａは、図６の（Ｃ）の画面を表示する。Ｎｏ６８が選択された場合、既存の
グループへの引き継ぎの処理を終了する。
【０１２２】
　図６の（Ｃ）は、端末２０Ａが、引き継いだコンテンツの表示方法の選択を、ユーザＡ
に促す画面である。端末２０は、引き継いだコンテンツの表示方法の選択を促すメッセー
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ジである「引き継いだコンテンツの表示方法を選択して下さい（６９）」を、選択肢７０
と共に表示する。
【０１２３】
　端末２０Ａは、「時系列に沿って表示」、又は「まとめて表示」に対応する選択欄４５
が選択され、選択ボタン８２が、ユーザＡにより選択されると、ステップＳ３０７の引き
継ぎ要求を送信する。
【０１２４】
　なお、端末２０Ａは、図６の（Ｃ）の画面を表示させた後に、図５の（Ｂ）のコンテン
ツの表示態様の選択を促す画面を表示してもよいし、図６の（Ｃ）の画面を表示させる前
に、図５の（Ｂ）のコンテンツの表示態様の選択を促す画面を表示してもよい。
【０１２５】
　図７は、端末２０Ａが、既存のグループにコンテンツを引き継いだときの画面の表示の
一例を示す図である。
【０１２６】
　図７の（Ａ）は、図６の（Ｃ）の引き継いだコンテンツの表示方法において、「時系列
に沿って表示」が、ユーザＡに選択された場合の端末２０Ａの画面の表示を示す図である
。
【０１２７】
　既存のグループであるグループ＃２で送受信されたコンテンツ７２と、グループ＃１か
らグループ＃２に引き継がれたコンテンツ７１とが、同じ時系列で表示される。端末２０
Ａは、ユーザＡからの指示を受けて、グループ＃２で送受信されたコンテンツと、グルー
プ＃１から引き継がれたコンテンツとを区別可能な表示態様で表示してもよい。これによ
り、端末２０ＡのユーザＡは、グループ＃１から引き継がれたコンテンツを区別しつつ、
グループ＃２のユーザ間で送受信されたコンテンツを時系列に沿って確認することができ
る。
【０１２８】
　図７の（Ｂ）は、図６の（Ｃ）の引き継いだコンテンツの表示方法において、「まとめ
て表示」が、ユーザＡに選択された場合の端末２０Ａの画面の表示を示す図である。ここ
で、端末２０の画面に表示されるコンテンツはコンテンツ表示領域７７に存在するコンテ
ンツである。端末２０ＡがユーザＡからスクロール等により表示領域の変更を受け付けた
ことに応じて、コンテンツ表示領域７７に表示されるコンテンツは、変更される。
【０１２９】
　引き継いだコンテンツがまとめて表示される場合、グループ＃２で送受信されたコンテ
ンツが表示される既存コンテンツの表示領域７９の間に、グループ＃１から引き継がれた
コンテンツが表示される引き継ぎコンテンツの表示領域７８が設けられる。
【０１３０】
　図７の（Ｂ）の例では、既存コンテンツの表示領域７９Ａ及び７９Ｂの間に、引き継ぎ
コンテンツの表示領域７８が設けられる。引き継ぎコンテンツの表示領域７８は、「引き
継ぎコンテンツはじめ」のマーク７５と、「引き継ぎコンテンツ終わり」のマーク７６で
示される。これにより、端末２０ＡのユーザＡは、グループ＃１から引き継いだコンテン
ツをまとめて確認することができる。
【０１３１】
　図７の（Ｂ）では、引き継ぎコンテンツの表示領域７８が、既存コンテンツの表示領域
７９Ａ及び７９Ｂの間に設定される場合について説明したが、引き継ぎコンテンツの表示
領域７８は、引き継ぎ処理が完了したときには、既存コンテンツの表示領域７９の下、つ
まり、最新のコンテンツが表示されるべき場所に、設けられてもよい。
【０１３２】
　なお、１対１トークへの引き継ぎの場合にも、端末２０Ａの画面には、図７と同様の表
示がされる。
【０１３３】
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　（３）１対１トークモードへの状態の引き継ぎ
　次に、１対１トークモードに状態を引き継ぐ場合の端末２０Ａの画面について説明する
。１対１トークモードに状態を引き継ぐ場合の端末２０Ａの画面の表示は、既存のグルー
プへの状態の引き継ぎと概ね同じであるため、異なる部分のみ説明する。
【０１３４】
　ステップＳ３５６において、ステップＳ３０６と同様に、他のユーザにより送信された
コンテンツの表示態様を変更する。端末２０Ａは、例えば、図４の（Ａ）の画面を表示す
る。
【０１３５】
　ステップＳ３５６において、コンテンツの表示態様が変更されているときに、ユーザＡ
から所定の操作を受け付けたことに応じて、端末２０Ａは、１対１トークモードへの状態
の引き継ぎに関する処理を開始する。端末２０Ａに図６の（Ａ）の画面が表示されたとき
に、「１対１トークモードを使用」に対応する選択欄４５が選択され、選択ボタン６５が
、ユーザＡに選択された場合、端末２０Ａは、図６の（Ｄ）の画面を表示する。
【０１３６】
　図６の（Ｄ）では、１対１トークモードへの状態の引き継ぎの処理を開始してよいか確
認を促すメッセージである「１対１トークモードを使用してよろしいですか？（９６）」
が表示される。Ｙｅｓ９７が選択された場合、１対１トークモードへの引き継ぎの処理が
継続される。Ｎｏ９８が選択された場合、処理を終了する。
【０１３７】
　＜ハードウエア構成＞
　次に、情報処理システム１に含まれる各装置のハードウエア構成について説明する。
【０１３８】
　（１）情報処理装置
情報処理装置１０は、一般的なコンピュータの構成有している。
図８は、第１の実施形態に係るコンピュータのハードウエア構成の一例を示す図である。
図８において、コンピュータ３００は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）３０１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３
０２、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０３、ストレージ装置３０４、入
力装置３０５、表示装置３０６、通信Ｉ／Ｆ（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）３０７、及び外部Ｉ
／Ｆ３０８を有し、ハードウエアの各構成要素は、バスＢを介して接続される。
【０１３９】
　ＣＰＵ３０１は、ＲＯＭ３０３やストレージ装置３０４等のメモリからプログラムやデ
ータをＲＡＭ３０２上に読み出し、処理を実行することで、コンピュータ３００の制御や
機能を実現する演算装置である。ＲＯＭ３０３は、コンピュータ３００の起動時に実行さ
れるＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＯＳ（Ｏｐｅ
ｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）の設定、及び各種設定等のプログラムやデータが格納され
ている。ＲＡＭ３０２は、プログラムやデータを一時保持する揮発性のメモリである。ス
トレージ装置３０４は、プログラムやデータを格納している大容量の記憶装置である。
【０１４０】
　入力装置３０５は、例えばキーボードやマウス等であり、ユーザが各種操作信号を入力
するのに用いられる。表示装置３０６は、例えばディスプレイ等であり、コンピュータ３
００による処理結果を表示する。なお、入力装置３０５又は／及び表示装置３０６は、必
要なときに接続して利用する形態であってもよい。
【０１４１】
　通信Ｉ／Ｆ３０７は、コンピュータ３００をネットワーク２に接続するためのインタフ
ェースである。外部Ｉ／Ｆ３０８は、外部装置とのインタフェースである。外部装置には
、外部記憶媒体３０８ａ等がある。これにより、コンピュータ３００は外部Ｉ／Ｆ３０８
を介して外部記憶媒体３０８ａの読み取り及び／又は書き込みを行うことができる。外部
記憶媒体３０８ａには例えば、各種の光学ディスクや、各種のメモリカード等が含まれる
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。
【０１４２】
　ＣＰＵ３０１が、ＲＯＭ３０３等に格納されているプログラムを実行することにより、
情報処理装置１０の各機能を実現することができる。
【０１４３】
　（２）端末
　図９は、第１の実施形態における端末２０のハードウエア構成の一例を示す図である。
【０１４４】
　端末２０は、ＣＰＵ２０１、ＲＯＭ２０２、ＲＡＭ２０３、記憶装置２０４、入出力装
置２０５、通信Ｉ／Ｆ２０６、及びディスプレイ２０７（表示装置）を備える。なお、端
末２０のハードウエアの各構成要素は、バスＢを介して相互に接続される。
【０１４５】
　記憶装置２０４は各種プログラムを記憶する。ＣＰＵ２０１は、記憶装置２０４に記憶
された各種プログラムを実行するコンピュータである。
【０１４６】
　ＲＯＭ２０２は不揮発性メモリである。ＲＯＭ２０２は、記憶装置２０４に記憶された
各種プログラムをＣＰＵ２０１が実行するために必要な各種プログラムやデータ等を記憶
する。
【０１４７】
　ＲＡＭ２０３は、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）やＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の主
記憶装置である。ＲＡＭ２０３は、各種プログラムがＣＰＵ２０１によって実行される際
に展開される作業領域として機能する。
【０１４８】
　入出力装置２０５は、端末２０に対する各種指示を入力する入力装置、及び端末２０で
処理された処理結果を出力する出力装置の機能を含む。入出力装置２０５は、ディスプレ
イ２０７に接続される。本実施形態において、ディスプレイ２０７は、タッチ反応型ディ
スプレイ（タッチパネル）とすることができる。通信Ｉ／Ｆ２０６は、ネットワーク２を
介して端末２０と情報処理装置１０との通信を行う。
【０１４９】
　ＣＰＵ２０１が、記憶装置２０４等に格納されているプログラムを実行することにより
、端末２０の各機能を実現することができる。
【０１５０】
　＜機能構成＞
　（１）端末の機能構成
　図１０を用いて、端末２０の機能構成について説明する。端末２０は、送受信部２１０
、表示制御部２２０、入力部２３０、グループ設定部２４０、コンテンツ処理部２５０、
及び情報記憶部２６０を有する。情報記憶部２６０は、グループ管理テーブル２６１、コ
ンテンツ管理テーブル２６２、及び、コンテンツ格納部２６３を有する。
【０１５１】
　送受信部２１０は、ネットワーク２を介して、情報処理装置１０との間で各種データの
送受信を行う。
【０１５２】
　表示制御部２２０は、入力部２３０、グループ設定部２４０、及びコンテンツ処理部２
５０等からの指示を受けて、端末２０の画面の表示制御を行う。
【０１５３】
　入力部２３０は、端末２０のユーザからの各種指示を受け付ける。
【０１５４】
　グループ設定部２４０は、入力部２３０がユーザからの指示を受けたことに応じて、サ
ブグループの生成の要求、及び他のグループへの状態の引き継ぎの要求を情報処理装置１
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０に送信する。
【０１５５】
　グループ設定部２４０は、情報処理装置１０から、サブグループの生成の要求に対する
完了の通知を受信すると、生成されたサブグループに関する内容をグループ管理テーブル
２６１に記憶させる。また、グループ設定部２４０は、新たに生成されたサブグループ用
のコンテンツ管理テーブル２６２を生成する。グループ設定部２４０は、生成元のグルー
プのコンテンツ管理テーブル２６２から、引き継ぐべきコンテンツ等を取得し、新たに生
成されたサブグループ用のコンテンツ管理テーブル２６２に設定する。なお、引き継ぐべ
きコンテンツ等は、引き継ぐ状態を特定する情報から特定される。引き継ぐ状態を特定す
る情報は、ユーザからの入力に基づいて生成される。
【０１５６】
　グループ設定部２４０は、情報処理装置１０から、他のグループへの状態の引き継ぎ要
求に対する完了の通知を受信すると、グループ設定部２４０は、グループの状態を引き継
ぐ処理を行う。
【０１５７】
　具体的には、グループ設定部２４０は、グループ管理テーブル２６１に、引き継ぎ元の
グループと、引き継ぎ先のグループの対応関係を記憶させる。また、グループ設定部２４
０は、引き継ぎ元のグループのコンテンツ管理テーブル２６２から、引き継ぐべきコンテ
ンツ等を取得し、引き継ぎ先のグループのコンテンツ管理テーブル２６２に設定する。な
お、サブグループの生成時と同様に、引き継ぐべきコンテンツ等は、引き継ぐ状態を特定
する情報から特定される。
【０１５８】
　コンテンツ処理部２５０は、入力部２３０がユーザからの指示を受けたことに応じて、
メッセージの作成を行い、作成されたメッセージを情報処理装置１０に送信する。また、
コンテンツ処理部２５０は、入力部２３０がユーザからの指示を受けたことに応じて、選
択可能なスタンプ、写真及び動画を、端末２０の画面に表示することを、表示制御部２２
０に指示する。また、コンテンツ処理部２５０は、入力部２３０がユーザからスタンプ等
の選択の指示を受けたことに応じて、選択されたスタンプ等を、情報処理装置１０に送信
する。コンテンツ処理部２５０は、選択可能なスタンプ等を表示させるときに、コンテン
ツ格納部２６３に格納されているデータを参照する。
【０１５９】
　コンテンツ処理部２５０は、メッセージやスタンプ等の各種コンテンツを、送受信部２
１０を介して、情報処理装置１０に送信する。また、コンテンツ処理部２５０は送信され
るコンテンツの宛先にグループ又はユーザ識別子を設定する。宛先にグループ識別子が設
定された場合、設定されたグループに属するユーザの端末２０にコンテンツが配信される
。
【０１６０】
　情報記憶部２６０は、各種情報を記憶する。グループ管理テーブル２６１は、端末２０
のユーザの属するグループに関する情報を記憶している。グループ管理テーブル２６１の
一例を、図１１を用いて説明する。グループ管理テーブル２６１は、グループを一意に特
定するグループ識別子、グループの名称であるグループ名、グループ属性、関連グループ
識別子、及びグループに属するユーザを示すユーザ識別子を対応付けて記憶する。
【０１６１】
　グループの属性は、通常、又はサブグループのいずれかが設定される。関連グループ識
別子には、状態を引き継いだグループの識別子が設定される。例えば、グループ識別子０
０２のグループは、グループ識別子００１の状態を引き継いで新たに生成されたサブグル
ープであることを示している。例えば、グループ識別子００４のグループは、グループ識
別子００３のグループの状態を、既存のグループ（グループ識別子００４）が引き継いで
いることを示している。
【０１６２】
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　コンテンツ管理テーブル２６２は、サブグループを含むグループ毎に生成される。コン
テンツ管理テーブル２６２は、送受信されたコンテンツと、コンテンツに関する情報とを
関連付けて記憶している。図１２にコンテンツ管理テーブル２６２の一例を示す。図１２
はグループ識別子００１のグループで送受信されたコンテンツと、コンテンツに関する情
報とが対応付けられて記憶されている。コンテンツに関する情報として、送受信時刻、送
信元ユーザ識別子、コンテンツ種別、及び閲覧状態が記憶されている。
【０１６３】
　コンテンツ格納部２６３は、端末２０から送信するスタンプ、写真、動画等のコンテン
ツを記憶する。
【０１６４】
　（２）情報処理装置の機能構成
　情報処理装置１０は、送受信部１１０、コンテンツ配信部１２０、グループ処理部１３
０、及び情報記憶部１４０を有する。また、情報記憶部１４０は、グループ管理テーブル
１４１、コンテンツ管理テーブル１４２、及びユーザ管理テーブル１４３を有する。
【０１６５】
　送受信部１１０は、ネットワーク２を介して、端末２０との間で各種データの送受信を
行う。
【０１６６】
　コンテンツ配信部１２０は、端末２０から受信したコンテンツを宛先のユーザの端末２
０に送信する。コンテンツ配信部１２０は、ユーザ管理テーブル１４３を参照し、宛先の
ユーザの端末２０のアドレスを特定し、コンテンツを配信する。コンテンツの宛先にグル
ープが設定されている場合、コンテンツ配信部１２０は、グループ管理テーブル１４１を
参照して、グループに属するユーザを特定し、ユーザ管理テーブル１４３を参照し、宛先
のユーザの端末２０のアドレスを特定する。
【０１６７】
　グループ処理部１３０は、端末２０からサブグループの生成要求を受信し、グループに
属する他のユーザの端末２０に、サブグループに属するか否かを問い合わせるメッセージ
を送信する。なお、生成要求には、サブグループに属するユーザ識別子を含む。
【０１６８】
　送受信部１１０が、他のユーザの端末２０から、サブグループに属することを了承した
旨の通知を受信した場合、グループ処理部１３０は、サブグループの生成の処理を行う。
具体的には、グループ処理部１３０は、サブグループ用のグループ管理テーブル１４１を
生成する。また、グループ処理部１３０は、サブグループ用のコンテンツ管理テーブル１
４２を生成する。グループ処理部１３０は、生成元のグループのコンテンツ管理テーブル
１４２から、引き継ぐべきコンテンツ等を取得し、新たに生成されたサブグループ用のコ
ンテンツ管理テーブル１４２に設定する。なお、引き継ぐべきコンテンツ等は、サブグル
ープの生成要求に含まれる、引き継ぐ状態を特定する情報から特定される。
【０１６９】
　サブグループの生成の処理は、サブグループに属する各々のユーザのグループ管理テー
ブル１４１及びコンテンツ管理テーブル１４２に対して実行される。
【０１７０】
　グループ処理部１３０は、端末２０から他のグループへのグループの状態の引き継ぎ要
求を受信し、引き継ぎ先のグループに属する他のユーザの端末２０に、グループの状態の
引き継ぎを了承するか否かを問い合わせるメッセージを送信する。なお、引き継ぎ要求に
は、引き継ぎ元のグループ識別子と、引き継ぎ先のグループ識別子を含む。
【０１７１】
　送受信部１１０が、他のユーザの端末２０から、他のグループへのグループの状態の引
き継ぎを了承する旨の通知を受信した場合、グループ処理部１３０は、グループの状態を
引き継ぐ処理を行う。
【０１７２】
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　具体的には、グループ処理部１３０は、グループ管理テーブル１４１に、引き継ぎ元の
グループと、引き継ぎ先のグループの対応関係を記憶させる。また、グループ処理部１３
０は、引き継ぎ元のグループのコンテンツ管理テーブル１４２から、引き継ぐべきコンテ
ンツ等を取得し、引き継ぎ先のグループのコンテンツ管理テーブル１４２に設定する。な
お、サブグループの生成時と同様に、引き継ぐべきコンテンツ等は、引き継ぎ要求に含ま
れる、引き継ぐ状態を特定する情報から特定される。
【０１７３】
　グループの状態を引き継ぐ処理は、サブグループに属する各々のユーザのグループ管理
テーブル１４１及びコンテンツ管理テーブル１４２に対して実行される。
【０１７４】
　また、グループ処理部１３０は、ユーザの端末２０から他のユーザとの「１対１トーク
モード」へのグループの状態の引き継ぎ要求を受信し、他のユーザの端末２０に、グルー
プの状態の引き継ぎを了承するか否かを問い合わせるメッセージを送信する。なお、引き
継ぎ要求には、引き継ぎ元のグループ識別子と、他のユーザの識別子を含む。送受信部１
１０が、他のユーザの端末２０から、グループの引き継ぎを了承する旨の通知を受信した
場合、グループ処理部１３０は、グループの状態を引き継ぐ処理を行う。
【０１７５】
　送受信部１１０が、他のユーザの端末２０から、「１対１トークモード」へのグループ
の状態の引き継ぎを了承する旨の通知を受信した場合、グループ処理部１３０は、グルー
プの状態を引き継ぐ処理を行う。引き継ぐ処理の内容については、他のグループへの引き
継ぎの処理と同様である。
【０１７６】
　情報記憶部１４０は、各種情報を記憶する。情報記憶部１４０は端末２０が記憶してい
るユーザ各々に関するグループ管理テーブル２６１と、コンテンツ管理テーブル２６２と
を記憶する。
【０１７７】
　グループ管理テーブル１４１は、端末２０のグループ管理テーブル２６１と同じ内容を
記憶する。コンテンツ管理テーブル１４２は、端末２０のコンテンツ管理テーブル２６２
と同じ内容を記憶する。
【０１７８】
　ユーザ管理テーブル１４３は、ＳＮＳのユーザと、ユーザの端末２０のアドレスとを対
応付けて記憶している。
【０１７９】
　＜動作フロー＞
　図１４を用いて、第１の実施形態に係る端末２０の動作フローについて説明する。
【０１８０】
　ステップＳ１４０１で、グループ＃１でコンテンツの送受信をしているときに、入力部
２３０が、「個別トーク」を開始する旨の指示を受け付ける。ここで、個別トークとは、
グループに含まれる一部のユーザの間でコンテンツの送受信をすることである。
【０１８１】
　ステップＳ１４０２で、表示制御部２２０はグループ＃１に属するユーザを選択可能な
状態で、端末２０の画面に表示させる。入力部２３０は、個別トークを開始するユーザの
選択を受け付ける。
【０１８２】
　ステップＳ１４０４で、グループ設定部２４０は、新たなグループを生成して個別トー
クを開始するか、既存のグループを使用して個別トークを開始するかの判断を促す表示を
表示制御部２２０にさせる。例えば、表示制御部２２０は、図６の（Ａ）の画面を表示し
ユーザの選択を促す。
【０１８３】
　表示制御部２２０は、端末２０の画面に判断を促すメッセージを表示する。入力部２３
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０が、新たなグループを生成する選択を受け付けた場合（ステップＳ１４０４　Ｙｅｓ）
、ステップＳ１４０５に進む。一方、入力部２３０が、既存のグループを使用する選択を
受け付けた場合（ステップＳ１４０４　Ｎｏ）、ステップＳ１４０９に進む。ここで、新
たなグループを生成する場合、グループ設定部２４０は、グループ＃１からサブグループ
を生成する処理を開始し、既存のグループを使用する場合、グループ＃１の状態を他のグ
ループに引き継ぐ処理を開始する。
【０１８４】
　ステップＳ１４０５で、グループ設定部２４０は、表示制御部２２０に、グループ＃１
から引き継ぐコンテンツの選択を促す表示をさせる。表示制御部２２０は、端末２０の画
面にコンテンツの選択を促す表示をする。例えば、表示制御部２２０は、図４の（Ｃ）及
び（Ｄ）の画面を表示し、ユーザにコンテンツの選択を促す。コンテンツの選択を受け付
けると、ステップＳ１４０６に進む。
【０１８５】
　ステップＳ１４０６で、グループ設定部２４０は、表示制御部２２０に、サブグループ
の名称の入力を促す表示をさせる。表示制御部２２０は、端末２０の画面にサブグループ
の名称の入力を促す表示をする。例えば、表示制御部２２０は、図５の（Ａ）の画面を表
示し、ユーザにサブグループ名の入力を促す。サブグループ名の入力を受け付けると、ス
テップＳ１４０７に進む。
【０１８６】
　ステップＳ１４０７で、グループ設定部２４０は、表示制御部２２０に、グループ＃１
から引き継ぐコンテンツの表示態様の選択を促す表示をさせる。表示制御部２２０は、端
末２０の画面にコンテンツの表示態様の選択を促す表示をする。例えば、表示制御部２２
０は、図５の（Ｂ）の画面を表示し、ユーザに表示態様の選択を促す。表示態様の選択を
受け付けると、ステップＳ１４０８に進む。
【０１８７】
　ステップＳ１４０８で、情報処理装置１０から、サブグループの生成が完了した旨の通
知を受けると、グループ設定部２４０は、グループ管理テーブル２６１及びコンテンツ管
理テーブル２６２に生成されたサブグループの情報を設定する。
【０１８８】
　ステップＳ１４０９で、グループ設定部２４０は、ステップＳ１４０５と同様に、グル
ープ＃１から引き継ぐコンテンツの選択を促す表示をさせる。コンテンツの選択を受け付
けると、ステップＳ１４１０に進む。
【０１８９】
　ステップＳ１４１０で、グループ設定部２４０は、ステップＳ１４０７と同様に、コン
テンツの表示態様の選択を促す表示をさせる。表示態様の選択を受け付けると、ステップ
Ｓ１４１１に進む。
【０１９０】
　ステップＳ１４１１で、グループ設定部２４０は、表示制御部２２０に、グループ＃１
から引き継ぐコンテンツの表示方法の選択を促す表示をさせる。例えば、表示制御部２２
０は、図６の（Ｃ）の画面を表示し、ユーザに表示方法の選択を促す。表示方法の選択を
受け付けると、ステップＳ１４１２に進む。
【０１９１】
　ステップＳ１４１２で、グループ設定部２４０は、情報処理装置１０から、グループの
引き継ぎの処理が完了した旨の通知を受けると、グループ設定部２４０は、情報処理装置
１０と同様に、グループ管理テーブル２６１及びコンテンツ管理テーブル２６２にグルー
プの引き継ぎの処理を行う。
【０１９２】
　第１の実施形態によれば、グループ＃１に属する一部のユーザであるユーザＡとユーザ
Ｂの端末の間でコンテンツの送受信をするときに、適切にグループ＃１の状態を関連付け
て表示させることが可能となる。また、端末２０が、引き継ぐ状態に関する指示をユーザ
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から受け付けることにより、引き継いで表示されるコンテンツ等を調整可能である。例え
ば、ユーザＡ及び／又はユーザＢの送信したコンテンツとその閲覧状態のみを引き継ぎ、
他のユーザにより送信されたコンテンツ等を引き継がないことにより、ユーザＡとユーザ
Ｂとのやり取りを確認し易いというメリットがある。
【０１９３】
　［第２の実施形態］
　次に、第２の実施形態について説明する。第１の実施形態と共通する部分については説
明を省略し、異なる部分についてのみ説明する。
【０１９４】
　第１の実施形態では、グループの一部のユーザの端末２０で個別にコンテンツの送受信
を開始する場合、別のグループでコンテンツの送受信が行われていたが、第２の実施形態
では、同一のグループ内で一部のユーザの端末２０間でコンテンツの送受信が行われるこ
とを特徴とする。
【０１９５】
　（１）動作シーケンス
　図１５を用いて、第２の実施形態に係る動作シーケンスについて説明する。
【０１９６】
　ステップＳ１５０１乃至ステップＳ１５０４は、ステップＳ２０１乃至ステップＳ２０
４と同様である。
【０１９７】
　ステップＳ１５０５で、端末２０Ａが、ユーザＡから、グループ＃１内でユーザＢと個
別にコンテンツの送受信を実行する旨の指示を受け付ける。
【０１９８】
　ステップＳ１５０６で、端末２０Ａは、グループ＃１内でユーザＢと個別にコンテンツ
の送受信を行う個別モードの起動要求を送信する。個別モードの起動要求には、個別にコ
ンテンツの送受信をするユーザ識別子を含む。
【０１９９】
　ステップＳ１５０７で、情報処理装置１０は、個別モードの起動可否をユーザＢの端末
２０Ｂに問い合わせる。
【０２００】
　ステップＳ１５０８で、情報処理装置１０は、個別モードの起動を了承する旨の応答を
端末２０Ｂから受信する。
【０２０１】
　ステップＳ１５０９で、情報処理装置１０は、個別モードの起動が完了した旨を、端末
２０Ａに通知する。
【０２０２】
　ステップＳ１５１０で、端末２０Ａは、ユーザＢへのコンテンツの送信の指示をユーザ
Ａから受け付ける。
【０２０３】
　ステップＳ１５１１で、端末２０Ａは、情報処理装置１０にコンテンツを送信する。こ
こで、コンテンツの送信先は、グループ＃１ではなく、ユーザＢに設定され、コンテンツ
の表示先にグループ＃１が設定される。
【０２０４】
　ステップＳ１５１２で、情報処理装置１０は、端末２０Ａからのコンテンツを端末２０
Ｂに送信する。
【０２０５】
　ステップＳ１５１３で、端末２０Ｂは、受信したコンテンツを画面のグループ＃１の表
示領域に表示する。
【０２０６】
　なお、個別モードで送受信されたコンテンツは、グループ＃１のサブグループで送受信
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されたコンテンツとして端末２０及び情報処理装置１０で管理してもよい。この場合、サ
ブグループで送受信されたコンテンツは、グループ＃１と同じ表示領域に表示される。
【０２０７】
　（２）画面表示例
　図１６に第２の実施形態に係る端末２０の画面の表示例を示す。
【０２０８】
　端末２０の画面に、グループ内で送受信されたコンテンツ９０と、個別モードで送受信
されたコンテンツ９１とが異なる表示態様で表示される。
【０２０９】
　また、個別モードを起動中であることを示すメッセージ９２が表示される。
【０２１０】
　個別モードでは、同じ表示領域にグループ＃１で送受信したコンテンツと、個別モード
で送受信したコンテンツとが、異なる表示態様で表示されるため、端末２０のユーザは表
示領域の切替えをすることなく、コンテンツを確認可能である。
【０２１１】
　第２の実施形態によれば、グループ＃１に属する一部のユーザであるユーザＡとユーザ
Ｂの端末の間でコンテンツの送受信をするときに、適切にグループ＃１の状態を関連付け
て表示させることが可能となる。
【０２１２】
　［その他］
　サブグループの生成処理、既存のグループへの引き継ぎの処理、及び個別モードの処理
は、個別処理の一例である。
【０２１３】
　上述した実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記憶した記憶
媒体を、端末２０に供給してもよい。そして、端末２０が、記憶媒体に格納されたプログ
ラムコードを読み出し実行することによっても、上述の実施形態が、達成されることは言
うまでもない。この場合、記憶媒体には、上述した表示制御方法を、端末２０に実行させ
るプログラムが記憶される。
【０２１４】
　具体的には、情報処理装置を介して、ユーザが属するグループの他のユーザの端末との
間でコンテンツを送受信する前記ユーザの端末で実行されるプログラムであって、前記ユ
ーザから前記グループに属する一部ユーザの選択を受け付けたことに応じて、前記一部ユ
ーザを送信元とするコンテンツを、他のコンテンツと異なる表示態様で画面に表示する第
１のステップと、前記ユーザからの指示を受け付けたことに応じて、前記一部ユーザの端
末との間で個別に前記コンテンツを送受信する個別処理の起動要求を、前記情報処理装置
に送信する第２のステップと、前記個別処理が起動された旨の応答を受信したことに応じ
て、前記個別処理を実行する第３のステップと、を端末に実行させるプログラムが、記憶
媒体に記憶される。
【０２１５】
　そして、これらの記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態
の機能を実現することになる。
【０２１６】
　また、コンピュータ装置が読み出したプログラムコードを実行することにより、前述し
た実施形態の機能が実現されるだけではない。そのプログラムコードの指示に従って、コ
ンピュータ装置上で動作しているオペレーティングシステム（ＯＳ）等が実際の処理の一
部または全部を行ってもよい。さらに、その処理によって前述した実施形態の機能が実現
されてもよいことは言うまでもない。
【０２１７】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこうした実施形態に限
定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々の変形及び置換を
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【符号の説明】
【０２１８】
１　情報処理システム
１０　情報処理装置
２０　端末
１１０　送受信部（情報処理装置）
１２０　コンテンツ配信部
１３０　グループ処理部
１４０　情報記憶部（情報処理装置）
１４１　グループ管理テーブル（情報処理装置）
１４２　コンテンツ管理テーブル（情報処理装置）
１４３　ユーザ管理テーブル
２１０　送受信部
２２０　表示制御部
２３０　入力部
２４０　グループ設定部
２５０　コンテンツ処理部
２６０　情報記憶部
２６１　グループ管理テーブル（端末）
２６２　コンテンツ管理テーブル（端末）
２６３　コンテンツ格納部

【図１】 【図２】



(25) JP 2017-158111 A 2017.9.7

【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【手続補正書】
【提出日】平成29年4月11日(2017.4.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末に、
　情報処理装置を介して、前記端末のユーザが属する第１グループの他のユーザの端末と
の間でコンテンツを送受信するステップと、
　前記ユーザから前記第１グループに属する一部ユーザの選択を受け付けたことに応じて
、前記一部ユーザを送信元とするコンテンツを、他のコンテンツと異なる表示態様で画面
に表示する第１のステップと、
　前記ユーザからの指示を受け付けたことに応じて、前記ユーザ、及び前記一部ユーザを
含む第２グループの他のユーザの端末との間でコンテンツを送受信する処理の要求を、前
記情報処理装置に送信する第２のステップと、
　前記第１グループ内で送受信されたコンテンツのうち、前記第１のステップにおいて異
なる表示態様で表示されたコンテンツを、前記第２グループに引き継いで表示する第３の
ステップと、
を実行させるプログラム。
【請求項２】
　前記第２グループ内において送受信されたコンテンツと、前記引き継いだコンテンツと
を共に表示する第４のステップを実行する、請求項１に記載のプログラム。
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【請求項３】
　前記第３のステップにおいて、所定の期間に、前記一部ユーザの端末から前記第１グル
ープ宛てに送信されたコンテンツを、前記第２グループに引き継ぐ、請求項２に記載のプ
ログラム。
【請求項４】
　前記第３のステップにおいて、前記所定の期間に、該端末から送信された前記ユーザを
送信元とするコンテンツを、前記第２グループに引き継ぐ、請求項３に記載のプログラム
。
【請求項５】
　前記第４のステップにおいて、前記引き継いだコンテンツと、前記第２グループ内で新
たに送受信されたコンテンツとを、異なる表示態様で表示する、請求項２に記載のプログ
ラム。
【請求項６】
　前記第４のステップにおいて、前記端末は、前記引き継いだコンテンツと、前記第２グ
ループ内で新たに送受信されたコンテンツとを、同じ時系列で表示する、請求項２乃至５
のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項７】
　前記第４のステップにおいて、前記端末は、前記引き継いだコンテンツを第１の表示領
域に表示し、前記第２グループ内において送受信されたコンテンツを前記第１の表示領域
と異なる第２の表示領域に表示する、請求項２乃至５のいずれか一項に記載のプログラム
。
【請求項８】
　前記第２グループの他のユーザの端末との間でコンテンツを送受信する処理の要求は、
前記ユーザと前記一部ユーザとが属する新たなグループの生成の要求である、請求項１乃
至７のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項９】
　前記第２グループの他のユーザの端末との間でコンテンツを送受信する処理の要求は、
前記ユーザと前記一部ユーザとが属する既存のグループへの遷移の要求である、請求項１
乃至７のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項１０】
　前記第２グループの他のユーザの端末との間でコンテンツを送受信する処理の要求は、
前記ユーザと前記一部ユーザとの間の１対１でのコンテンツの送受信処理の実行要求であ
る、請求項１乃至７のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項１１】
　前記第３のステップにおいて、前記端末は、コンテンツの送信先に前記一部ユーザを設
定し、前記コンテンツの表示先に前記第１グループの表示領域を設定する、請求項１に記
載のプログラム。
【請求項１２】
　端末が、
　情報処理装置を介して、前記端末のユーザが属する第１グループの他のユーザの端末と
の間でコンテンツを送受信するステップと、
　前記ユーザから前記第１グループに属する一部ユーザの選択を受け付けたことに応じて
、前記一部ユーザを送信元とするコンテンツを、他のコンテンツと異なる表示態様で画面
に表示する第１のステップと、
　前記ユーザからの指示を受け付けたことに応じて、前記ユーザ、及び前記一部ユーザを
含む第２グループの他のユーザの端末との間でコンテンツを送受信する処理の要求を、前
記情報処理装置に送信する第２のステップと、
　前記第１グループ内で送受信されたコンテンツのうち、前記第１のステップにおいて異
なる表示態様で表示されたコンテンツを、前記第２グループに引き継いで表示する第３の
ステップと、
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を実行する表示制御方法。
【請求項１３】
　端末であって、
　情報処理装置を介して、前記端末のユーザが属する第１グループの他のユーザの端末と
の間でコンテンツを送受信する送受信部と、
　前記ユーザから前記第１グループに属する一部ユーザの選択を受け付けたことに応じて
、前記一部ユーザを送信元とするコンテンツを、他のコンテンツと異なる表示態様で画面
に表示する表示制御部と、
　前記ユーザからの指示を受け付けたことに応じて、前記ユーザ、及び前記一部ユーザを
含む第２グループの他のユーザの端末との間でコンテンツを送受信する処理の要求を、前
記情報処理装置に送信する送信部と、
　を有し、
　前記表示制御部は、前記第１グループ内で送受信されたコンテンツのうち、前記異なる
表示態様で表示されたコンテンツを、前記第２グループに引き継いで表示する、端末。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　一つの態様では、端末に、情報処理装置を介して、前記端末のユーザが属する第１グル
ープの他のユーザの端末との間でコンテンツを送受信するステップと、前記ユーザから前
記第１グループに属する一部ユーザの選択を受け付けたことに応じて、前記一部ユーザを
送信元とするコンテンツを、他のコンテンツと異なる表示態様で画面に表示する第１のス
テップと、前記ユーザからの指示を受け付けたことに応じて、前記ユーザ、及び前記一部
ユーザを含む第２グループの他のユーザの端末との間でコンテンツを送受信する処理の要
求を、前記情報処理装置に送信する第２のステップと、前記第１グループ内で送受信され
たコンテンツのうち、前記第１のステップにおいて異なる表示態様で表示されたコンテン
ツを、前記第２グループに引き継いで表示する第３のステップと、を実行させるプログラ
ムが提供される。
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